
 

議案第３４号 

 

   所沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

制定について 

 

 所沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を別

記のとおり制定する。 

 

  令和８年 ２月１８日提出 

                 所沢市長 小野塚 勝 俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 本市の一般職員における初任給調整手当の見直し及び管理職員特別勤務手当の

新設に伴い、本市の企業職員についてもこれに準じた改正を行うとともに、規定

の整備をいたしたく、本案を提案するものである。 
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所沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

所沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和３６年告示第７３

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「初任給調整手当」の次に「（第１種初任給調整手当及び第２

種初任給調整手当をいう。以下同じ。）」を加え、「扶養手当」を「扶養手当、

管理職手当」に、「在宅勤務等手当、管理職手当」を「在宅勤務等手当」に改め、

「夜間勤務手当」の次に「、宿日直手当、管理職員特別勤務手当」を加え、「、

勤勉手当及び宿日直手当」を「及び勤勉手当」に改め、同条第３項中「夜間勤務

手当」の次に「、宿日直手当」を加え、「、勤勉手当及び宿日直手当」を「及び

勤勉手当」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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